
【農地法施行規則第２９条第１号に関する農地転用の届出提出書類】 

受付期間：随時(土･日･祝日を除く開庁時間内) 

 

●転用面積は２アール（２００平方メートル）未満のみ可能。 

●建築物（農業用倉庫、農業用作業場等）を作成する際は、届出前に都市計画課にて都市計画法上 

 の問題がないことの確認をお願いします。 

●証明書類は届出前３か月以内のものに限る。 

●書類は１部（原本）提出すること。 

●工事完了後に「農地法施行規則第２９条第１号に伴う工事完了報告書」を提出すること。 

 

番号 提出書類 備     考 

1 

農地法施行規則第２９

条第１号に関する農地

転用の届出書 

①届出者の住所・氏名・土地の表示は原則として登記簿に記載されている

とおりの字体を使用。 

②届出者の住所が登記簿と異なる場合は、現在の所在地の住所を記入し、

住民票、戸籍の附票、法人登記事項証明書等で住所のつながりが分かる

ものを添付。 

③一筆の一部を転用する場合、面積は地積測量図の面積を小数点第２位ま

で記入。（例）123㎡の内 45.67㎡ 

2 

土地の登記事項証明書
(全部事項証明書に限る) 

    又は 

登記情報提供サービス

による照会番号付き不

動産登記情報 

①照会番号付き不動産登記情報は下記の条件を満たしたもの。 

・照会番号（10 桁）が記載されていること。 

・発行年月日が記載されていること。 

・発行日から 100 日以内であること。 

・行政機関等で照会番号を利用していないこと。 

・提出日時点で照会可能なこと。 

3 周辺土地利用状況図 
①住宅地図の写し等。 

②申請地がわかるよう赤線で囲む。 

4 公図の写し ①申請地がわかるよう赤線で囲む。 

5 現況写真 

①届出地を含めた周辺の写真を３方向以上撮影。 

②届出地を赤線で囲む。 

③撮影方向を記入した図（公図の写しや周辺土地利用状況図に矢印で撮影  

 方向と写真番号を記載したもの）を添付。 

6 土地利用計画図 
①土地利用計画を詳細に記入し、位置・隣接境界・施設間の距離・品目・

数量を明記。 

7 地積測量図 ①一筆の一部を転用する場合に添付。 

8 委任状 ①代理人に申請手続きを委任している場合に添付（要押印）。 

9 同意書 
①土地を賃借している者が申請者となる場合は、土地所有者からの転用に

関する同意書（要押印）を添付。 

 

・提出書類は原本を提出すること。（届出時に原本が確認できればコピーを添付でも可） 

・記入はすべて消えないボールペンで記入すること。 

・相続登記が終わっていない場合（原則として相続登記後に申請）の追加添付書類 

① 遺産分割協議書又は相続人全員からの同意書 

② 相続関係説明図※ 

③ 被相続人の除（戸）籍謄本（被相続人の出生から死亡までの連続したもの）※ 

④ 全ての法定相続人の戸籍謄本（被相続人の死亡日以降に発行されたもので、法定相続人であること   

が確認できるもの）※ 

※法務局発行の法定相続情報一覧図がある場合、②③④は不要 


